
３．生きる支援関連施策（一覧） 資料３
(重点施策１：高齢者への対策、重点施策２：生活困窮者への対策、重点施策３：勤務・経営問題への施策）

NO 担当課 事業名 目　的 内　容 自殺対策の視点を加えた事業 重点施策

1
広報広
聴課

行政の情報
提供・広聴に
関する事務
（広報等によ
る情報発信）

市民にとって身近な情
報媒体を通じて、市政
情報を正確に発信す
るとともに、市の施策に
対する理解と関心を高
めることを目的とする。

・行政に関する情報・生活情報に掲載と充実
・自治体のホームページ／フェイスブック／ツイッター
による情報発信
・新聞各社／テレビ／ラジオなどでの情報伝達
・広報紙等の編集・発行

相談窓口や講座等の情報を
得る上で、最も身近な情報媒
体であり、自殺対策等の啓発
の手段にもなりうる。

2
広報広
聴課

定例記者会
見

新聞・テレビ等による
情報発信により、行政
と住民との情報の共有
化を促進し、住民との
パートナーシップに基
づく行政運営に資する
ことを目的とする。

市長自らが、行政施策の発表を行うことにより、新
聞・テレビ等を通じて行政の情報がより効果的に報道
されることが期待される。

市民に対し、市が取り組んで
いる施策について、周知と理
解の促進を図ることができる。

3
広報広
聴課

市民便利帳
の発行

市民や転入者に対し
て、市民生活に役立つ
情報を分かりやすく提
供するため。

市民や転入者が、行政のしくみや役所における各種
手続き方法、助成制度等の情報の他、暮らしに役立
つ生活情報を手軽に入手できる。

様々な生きる支援に関する相
談先の情報を掲載し、市民に
周知を図ることができる、

4 人事課
職員の健康
管理事務

職員の心身の健康づく
りを支援し、働きやす
い職場づくりを推進す
る。

全職員を対象とした健康診断、ストレスチェック及び
産業医による健康診断の実施。

ストレスチェックを実施し、自
身のストレス状況を把握する
ことで、メンタル不調の予防に
活かすことができる。

重点施策３

5 税務課
申告、税務相
談

市民の方が適切に申
告、納税を行うことが
できるよう手助けをす
る。

2月初旬～3月中旬にかけて、申告書の作成相談を
行い、適切な申告が行えるように手助けをしている。
また、上記期間以外の窓口業務でも、税や申告に関
する問い合わせを受け付けている。

様々な手当等の受給に当た
り、事前に申告をしていること
が条件であるため、申告、税
務相談が円滑な受給に寄与
している。

重点施策２

6 収納課
徴収の緩和
制度としての
納税相談

納税に関する相談を
受け付け、滞納額の解
消に結び付ける。

納税に関する相談の受付。

重点施策２
重点施策３

7 収納課
臨時徴収員
制度

納税に出向くことが困
難な理由を抱える納
税者に対し、臨時徴収
員の訪問による納税を
受け付ける。

訪問による税の収納事務を行う。

重点施策２

8
地域づく
り支援
課

消費生活対
策事務

架空請求、多重債務
など消費生活上のトラ
ブルを抱えた消費者の
問題解決を図る。

消費者相談、情報提供
消費者教育、啓発
消費者団体活動支援

相談をきっかけに、抱えてい
る他の課題も把握、対応して
いくことで、問題の解決に向け
た包括的な支援ができる。

重点施策１
重点施策２

9
地域づく
り支援
課

無料法律相
談委託

様々なトラブルを抱え
た住民に対し、無料で
弁護士への相談機会
を提供する。

毎月第2木曜日（午後）と第4火曜日（午前）に実施
相談時間は1件20分

相談をきっかけに、問題の解
決に向けた方向性を見出す
機会とすることができる。
他の相談機関に繋ぐことがで
きる。

重点施策１
重点施策２
重点施策３

10

男女共
同参画
推進セ
ンター

男女共同参
画推進事業

行田市男女共同参画
推進条例の基本理念
に則り、男女共同参画
社会の実現に向けた
施策の推進を図る。

フォーラム・講座の開催や、情報紙等による広報を
行うと共に意識啓発と併せて、「VIVAぎょうだ」を拠点
施設として市民、事業者、教育機関、地域活動団体
など多様な主体が連携して取り組み、それぞれが抱
える課題に男女共同参画の視点を取り入れて解決
を図る実践的な活動を行う。

ＤＶ被害者は、自殺リスクの高
い人が少なくない。セミナーや
講座等で自殺対策について
言及することで自殺防止に対
して理解や認識を深めること
ができる。また、ＤＶ被害の相
談業務の実施により自殺リス
クを抱えた人への支援の拡充
が図れる。

重点施策３

11
商工観
光課

失業者生活
つなぎ資金貸
付

経済状況の変動により
失業した方がいる世帯
に対し、生活資金の貸
付を行い、その生活の
安定を図る。

経済状況の変動により失業した方がいる世帯に対
し、生活資金の貸付を行う。（貸付限度額：５０万円
以内、利率：無利子、担保：なし、償還方法：６ヶ月
据置７０ヶ月以内の均等償還）

申請の際、状況を把握するこ
とにより、支援先につなげる等
の対応ができる。

重点施策２
重点施策３

納税を納期内に行えない場
合や滞納が続く場合、生活面
等で困難な問題を抱えている
ことが多いため、臨時徴収員
の臨宅や職員との面談のう
え、必要に応じ福祉部局への
情報提供を行う体制を整える
ことで、様々な支援に結び付
けることが可能となる。



12
商工観
光課

中小企業向
け融資制度
（小口事業資
金、商工業振
興資金、中小
企業経営近
代化振興資
金）

市内の中小企業者に
必要な事業資金の融
資を行い、各種事業
資金調達の円滑化を
図るとともに、商工業
の活性化と安定化に
寄与する。

・金融機関と提携し低利での貸出を行う。
・制度の取扱を行っている市内金融機関へ貸付中の
資金及び完済者（期限内完済者かつ市税完納者）
へ支払利子の一部について利子補給を行う。（中小
企業経営近代化振興資金は、完済者（期限内完済
者かつ市税完納者）への支払利子の一部について
利子補給はなし。）

融資の機会を通じて、企業の
経営状況を把握することによ
り、支援先につなげる等の対
応ができる。

重点施策２
重点施策３

13 福祉課

障害者自立
支援事業ほ
か
障害福祉各
種給付、支援
事業

障害者総合支援法等
により、障害者児が能
力、適性に応じ自立し
た日常生活、社会生
活を営めるよう、必要
なサービスの給付を行
う。

総合支援法等に基づき、各種サービスを給付する。

直接的な自殺対策事業では
ないが、サービス給付により生
活の自立と安定、又は介護者
のレスパイト、相談先の確保を
図ることが可能となる。

14 福祉課
生活保護法
に基づく各種
事務

生活保護法に基づき、
生活困窮者の最低生
活の保障及び自立を
助長する。

生活困窮者に対し、その困窮の程度に応じ必要な保
護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自
立を助長する各種扶助事務を実施する。

生活保護の適用が困窮によ
る自殺防止に寄与すると思わ
れる。また、被保護世帯の生
活実態把握の一環として訪問
調査活動があるが、孤立防止
や世帯の抱える問題の発見
につながり、見守りとしての機
能を期待できる。

重点施策２

15

福祉課・
社会福
祉協議
会

生活困窮者
自立支援事
業
（自立相談支
援事業）

生活困窮者の相談に
応じ、自立の促進を図
る。

生活困窮者が抱える多様で複合的な問題に対し、そ
の相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとと
もに、自立支援計画の作成等様々な支援を一体的
に行い、生活困窮者の自立の促進を図る。

自立支援を計画的に行うこと
で、生活状況の安定につなが
り、自殺防止につながる。

重点施策２

16

福祉課・
社会福
祉協議
会

生活困窮者
自立支援事
業
（住宅確保給
付金）

離職等により経済的に
困窮し、居住する住宅
を喪失しそうな者に対
し給付金を支給し、自
立の促進を図る。

離職等により困窮し、居住する住宅の所有権を喪失
する恐れがある人や賃借して居住する住宅の家賃を
支払うことが困難となった人に対し、就職を容易にす
るため住居を確保する必要があると認められるものに
対し給付金を支給する。

経済的安定につながり、自殺
防止につながる。

重点施策２
重点施策３

17

福祉課・
社会福
祉協議
会

生活困窮者
自立支援事
業
（学習支援事
業）

貧困連鎖防止のた
め、生活困窮世帯の
子どもに対する学習支
援を推進する。

生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもを
対象とし、学習支援、進路相談等を行う。

学校、家庭以外の居場所の
提供につながり、子どもの孤
立防止につながる。

重点施策２

18 福祉課
民生・児童委
員事務

地域における身近な
相談者として活動す
る。
支援を必要とする住民
と行政をつなぐパイプ
役としての役割をはた
す。

民生・児童委員による地域の相談・支援等の実施

地域で困難を抱えている人に
気づき、適切な相談機関につ
なげる役割として、地域の最
初の窓口として機能し得る。

重点施策１
重点施策２

19 福祉課
地域福祉推
進事業

誰もが住み慣れた地
域で、安心して暮らし
ていくために、地域住
民や行政、社会福祉
関係者がお互いに協
力して地域社会の福
祉課題の解決に取り
組む。

みんなが生き生きと暮らしていける地域社会の実現
に向けて、地区の特性を踏まえた住民の意見を反映
し、誰もが地域で安心して生活していけるよう、地域
福祉推進計画を策定する。
　計画に基づき、地域住民や民間団体の自主的な
福祉活動を支援し、地域住民の多様な福祉ニーズ
に対応できるようにするため、住民と行政が協働し、
地域福祉の推進体制の構築を図る。

地域福祉を推進するためのさ
さえあいの体制を構築するこ
とで、地域での声掛けやイベ
ント活動等を通じて、生活に
不安を抱えている、又は支援
が必要であると思われる方の
孤立を防ぐ。

重点施策１

20 福祉課
福祉総合相
談窓口事業

福祉関係の複合的な
相談に対応するための
窓口を設置し、支援体
制の充実を図る。

総合的な保健・福祉相談を行う。

相談対応の中で、自殺のリス
クを 抱えた（抱え込みかねな
い）相談者がいた場合に、そ
の職員が適切な機関につなぐ
等、気づき役としての役割を
担えるようになる可能性があ
る。

重点施策１
重点施策２



21

福祉課・
社会福
祉協議
会

地域安心ふ
れあい事業

共助の精神のもと、
「誰もがお互いに支え
あい、自分らしく生き生
きと暮らせる共生のま
ち行田」を目指し、地
域住民同士での支え
あい、助け合いの仕組
みづくりを目的としてい
る。

住民同士が協力して助け合い、支援が必要な方を
地域で 支えるため「支えあいマップ」を活用した「ふ
れあい見守り活動」と、公的サービスでは対応しきれ
ない「谷間」を埋める「いきいき・元気サポート制度」を
実施している。

地域のつながりを維持、強化
することで、地域の中でSOSが
出しやすい環境づくりをしてい
く。

重点施策１

22

福祉課・
社会福
祉協議
会

社会自立支
援事業

障害者や高齢者を対
象として、心身機能の
維持向上と健康増
進、生きがいづくりを目
的としている。

行田市総合福祉会館にて高齢者、障害者・児を対
象として、機能回復訓練事業、各種教室事業を実施
し、健康づくり、生きがいづくりの場を提供している。

事業を通じて、生活の質を上
げることで、自殺リスクの軽減
に寄与し得る。

重点施策１

23
子ども未
来課

地域子育て
支援拠点事
業

子育て中の親子が気
軽に集い、子どもたち
が楽しく遊べる場を提
供するほか、子育てに
関する情報交換や子
育て相談等を随時行
い、子育ての不安感を
緩和するとともに子ども
の健やかな育ちを促
進する。

乳幼児のいる保護者同士の交流・情報交換や子育
てに係る相談の場の設置

周囲に親類・知人がいない場
合、子育てに伴う過度な負担
が夫婦（特に妻）にかか り、自
殺のリスクが高まる恐れもあ
る。
保護者が集い交流できる場を
設けることで、そうしたリスクの
軽減に寄与し得るとと もに、
危機的状況にある保護者を
発見し早期の対応につなげる
接点にもなり得る。

24
子ども未
来課

保育の実施
（公立保育
園・私立保育
園など）

公立保育園・私立保
育園などにより保育・
育児相談を行う。

公立保育園・私立保育園などによる保育・育児相談
の実施

保育業務を通して、家庭の抱
える問題を察知できれば、支
援につなげる等の対応が可能
となり、支援につなぐ接点とな
り得る。

25
子ども未
来課

児童扶養手
当支給事業

児童扶養手当を支給
することで、ひとり親家
庭等の経済的自立及
び生活の安定に寄与
する。

児童扶養手当の支給

児童扶養手当に関する手続
きの中で、家庭の抱える問題
を察知できれば、支援につな
げる等の対応が可能となり、
支援につなぐ接点となり得る。

26
子ども未
来課

ひとり親家庭
等児童養育
手当支給事
業

義務教育期間中の児
童を養育している非課
税世帯のひとり親家庭
の親に対して養育手
当を支給することで、
生活の安定・向上及び
児童の福祉増進を図
ることを目的とする。

ひとり親家庭等児童養育手当の支給

ひとり親家庭等児童養育手当
に関する手続きの中で、家庭
の抱える問題を察知できれ
ば、支援につなげる等の対応
が可能となり、支援につなぐ接
点となり得る。

27
子ども未
来課

家庭児童相
談室事業

児童に関する様々な
問題に対し、専門の相
談員が保護者に適切
な助言を行うとともに、
必要に応じて児童相
談所などの専門機関と
連携を図り、問題解決
にあたる。

家庭における適正な児童養育、その他家庭児童の
福祉の向 上を図るための相談、指導を行う家庭児
童相談員を配置する。

家庭における児童に関する相
談を通して、自殺のリスクを早
期に察知し 必要な機関へと
つなぐ等、支援の糸口にもなり
得る。

28
高齢者
福祉課

地域包括ケ
アシステム事
業

地域で一体的に提供
する地域包括ケアシス
テムの構築をし、誰も
が住み慣れた地域で
安心して自分らしい暮
らしを続ける ことがで
きるようにする。

誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らし
を続ける ことができるよう、「住まい・医療・介護・介
護予防・生活支援」 を地域で一体的に提供する地
域包括ケアシステムの推進を図る。

種々の活動を通じて、地域の
問題を察知し支援へとつなげ
る体制を整 備するだけでな
く、地域住民同士の支え合い
や助け合いの力の醸成にもつ
ながり、そ れは自殺対策（生
きることの包括的支援）にもな
り得る。

重点施策１



29
高齢者
福祉課

ひとり暮らし等
施策
（地域支援
ネットワーク会
議の開催）

会議の開催を通じて、
関係者同士の連携を
深めることにより、地域
包括ケアと自殺対策と
を連動させていく上で
の基盤の構築をする。

地域包括支援センター、民生委員等の関係機関で
構成する地域支援ネットワーク会議の開催を通じて、
関係者同士の連携を深めることにより、地域包括ケ
アと自殺対策との連動及び高齢者高齢者の虐待 防
止や早期発見に努め、高齢者や養護者への支援を
行うと ともに、関係機関の連携体制の強化を図る。

会議の開催を通じて、関係者
同士の連携を深めることによ
り、地域包括ケアと自殺対策
とを連動させていく上での基
盤の構築に寄与し得る。

重点施策１

30
高齢者
福祉課

ひとり暮らし等
施策

安否確認や、高齢者
の相談に応じ、高齢者
の社会参加の促進と
福祉の増進を図る。

在宅高齢者緊急通報システム利用者、乳酸飲料配
達利用者、配食サービス利用者に対する安否確認
や、高齢者の相談に応じ、高齢者の社会参加の促
進と福祉の増進を図る。

自殺リスクの高い高齢者の早
期発見と対応の更なる推進を
図ることができる。

重点施策１

31
高齢者
福祉課

いきいき元気
サポーター

地域の登録ボランティ
アによる話相手や高齢
者等の買い物困難者
に対する支援を行い、
高齢者の社会参加の
促進と福祉の増進を
図る。

地域の登録ボランティア（有償）による話相手や高齢
者等の買い物困難者に対する支援を行う。

支援を通して、高齢者とコミュ
ニケーションをとることができ
れば、 高齢者の孤立防止や
自殺のリスクの早期発見に寄
与しうる。

重点施策１

32
高齢者
福祉課

生きがい施策
（高齢者向け
クラブへの活
動助成）

高齢者向けクラブ（地
域在住の60歳以上の
住民が健康づくり や仲
間づくりを目的に集
まった団体）への活動
費の助成を行い、高齢
者の 社会参加の促進
と福祉の増進を図る。

高齢者向けクラブ（地域在住の60歳以上の住民が
健康づくりや仲間づくりを目的に集まった団体）への
活動費の助成。

健康づくりや仲間づくりを行う
ことで自殺リスクを下げること
ができる。

重点施策１

33
高齢者
福祉課

地域リハビリ
テーション活
動支援事業

理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士と
いったリハビリテー ショ
ンに関する専門職が、
高齢者の能力を評価
し改善の可能 性を助
言するなど、他機関と
連携しながら介護予防
の取組を 総合的に支
援する。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハ
ビリテー ションに関する専門職が、高齢者の能力を
評価し改善の可能 性を助言するなど、他機関と連
携しながら介護予防の取組を 総合的に支援する。

支援対象の高齢者の抱える
問題や異変を早期に察知し、
適切な機関へとつなぐ等の対
応を強化す ることができる。

重点施策１

34
高齢者
福祉課

高齢者への
総合相談事
業

高齢者に対し必要な
支援を把握するため、
市窓口や地域包括支
援センターに おいて初
期段階から継続して相
談支援を行い、ネット
ワーク の構築に努め
る。

高齢者に対し必要な支援を把握するため、市窓口や
地域包括支援センターに おいて初期段階から継続
して相談支援を行い、ネットワーク の構築に努める。

問題の種類を問わず総合的
に相談を受けることで、困難
な状況に陥った高齢者の情
報を最初にキャッチできる窓
口となり得る。
訪問等のアウトリーチ機能も
有していることから、支援の途
中で関わりが途切れる事態を
防ぐことも可能で、取組自体
が生きることの包括的支援
（自殺対策）にもなって いる。

重点施策１

35
高齢者
福祉課

オレンジカフェ
（認知症カ
フェ）

レクリエーションや情報
交換（講話）、当事者
同士の交流、専門職
への相談などができ
る。

レクリエーションや情報交換（講話）、当事者同士の
交流、専門職への相談などができ、介護従事者の日
ごろの悩みの解消や、リフレッシュにつながる。

介護従事者が悩みを共有し
たり、情報交換を行ったりでき
る機会を設けることで、支援
者相互の支え合い（※支援者
への支援）を推進し得る。
※支援者への支援は、新しい
自殺総合対策大綱において
重点項目の1つとされてい
る。

重点施策１

36
高齢者
福祉課

養護老人
ホームへの入
所

65歳以上で経済的理
由等により自宅での生
活が困難な高齢者へ
の入所手続きを行うこ
とで高齢者の 社会参
加の促進と福祉の増
進を図る。

65歳以上で経済的理由等により自宅での生活が困
難な高齢者への入所手続きを行う。

老人ホームへの入所手続き
の中で、当人や家族等と接触
の機会があり、問題状況 等の
聞き取りができれば、家庭で
の様々な問題について察知
し、必要な支援先につな げる
接点ともなりうる。

重点施策１



37
高齢者
福祉課

地域包括支
援センターの
運営

地域住民の心身の健
康の保持及び生活の
安定のために必要な
援助を行うことにより、
その保健医療の向上
及び福祉の増進を包
括的に支援することを
目的とする。

高齢者相談業務・ケア会議の開催。

地域の高齢者が抱える問題
や自殺リスクの高い方の情報
等を把握し、運営協議会やケ
ア会議等で共有することで、
高齢者向け施策を展開する
関係者間での連携関係の強
化や、地域資源の連動につな
げていくことがで きる。

重点施策１

38
高齢者
福祉課

認知症サ
ポーター養成
講座

誰もが安心して暮らせ
る地域づくりを目指し
て、認知症につい ての
正しい知識を持ち、認
知症の人や家族を応
援する認知症サポー
ターを養成する。

誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指して、認知
症についての正しい知識を持ち、認知症の人や家族
を応援する認知症サポーターを養成する。

認知症の家族にかかる負担
は大きいため、認知症サポー
ターの養成により地域全体で
認知症の方を支えることによ
り、介護の中で共倒れとなっ
たり心中が生じたりする危険
性を減らすことができる。

重点施策１

39
高齢者
福祉課

介護者教室

介護家族等の介護の
不安や負担を軽減す
るための参加者の交
流などを目的とする。

介護家族等の介護の不安や負担を軽減するための
参加者の交流など を内容とした認知症介護教室を
実施する。

支援者同士の交流機会の提
供により、支援者への支援
（新しい自殺総合対策大綱
における重点項目の1つ）の強
化を図ることができる。

重点施策１

40
高齢者
福祉課

第1号訪問・
通所・生活支
援事業

心身機能の維持向上
のための居場所づくり
活動

心身機能の維持向上のための居場所づくり活動。

介護保険未利用で閉じこもり
がちであったり、身体面で問
題や不安を抱えて孤立状 態
にある高齢者を把握し、アウト
リーチする際の窓口、接点と
なり得る。

重点施策１

41
高齢者
福祉課

行田市在宅
重度要介護
高齢者等介
護者手当支
給事業

重度要介護高齢者等
を在宅で介護している
方の身体的・精神的
及び経済的負担の軽
減を図るため。

要介護４又は５の判定を受け、施設への入所等をし
ていない市内に居住する高齢者１人につき、月額
5,000円を主として介護している方に支給している。

本人・介護者の各種の負担の
軽減のみならず、困った時に
は相談できると自覚する機会
とすることができる。

42
高齢者
福祉課

介護給付に
関する事務

福祉の増進と生活の
安定の安定向上に資
することを目的とする。

介護給付に関する総合相談。

介護は当人や家族にとって負
担が大きく、最悪の場合、心
中や殺人へとつながる危険も
ある。
相談支援の提供は、介護にま
つわる問題を抱えて自殺のリ
スクが高い住民との接触機会
として活用し得る。
相談を通じて当人や家族の
負担軽減を図ることで、自殺リ
スクの軽減にも寄与し得る。

43
高齢者
福祉課

介護相談

高齢者とその家族の
悩みごとや介護保険
等に関する総合相談
を行うことで、高齢者
の社会参加の促進と
福祉の増進を図る。

高齢者とその家族の悩みごとや介護保険等に関する
総合相談。

介護は当人や家族にとっての
負担が少なくなく、時に自殺リ
スクにつながる場合もある。
介護にまつわる諸問題につい
ての相談機会の提供を通じ
て、家族や当人が抱える
様々な問題を察知し、支援に
つなげることは、自殺対策（生
きることの包括的支援）にもつ
ながる。

重点施策１

44
保険年
金課

重複多受診
者指導

適正受診による健康
寿命の延伸及び医療
費の抑制を図る。

重複多受診者に対し、健康相談を行うとともに適正
受診の指導を行う。

重複多受診者の中には地域
での孤立、心身の健康問題、
生活面の不安等を抱え、自
殺リスクの高い方もいると思わ
れる。指導時の聞き取りによ
り、他機関につなぐなどの対
応ができる。

45
保険年
金課

特定健康診
査

疾病の早期発見と生
活習慣病やメタボリッ
クシンドロームの予防

医療機関委託による身体計測、腹囲測定、血圧測
定、尿検査、血液検査等の実施

健診時にメンタル面の問題等
があった場合には、専門機関
による支援につなぐ機会となり
える。



46
保険年
金課

特定保健指
導

生活習慣病やメタボ
リックシンドロームの予
防

特定健康診査の結果、必要な方へ保健指導を行
う。

保健師指導時にメンタル面の
問題等があった場合には、専
門機関による支援につなぐ機
会となりえる。

47
保険年
金課

後期高齢者
健康診査

疾病の早期発見と生
活習慣病やメタボリッ
クシンドロームの予防

医療機関委託による身体計測、腹囲測定、血圧測
定、尿検査、血液検査等の実施

健診時にメンタル面の問題等
があった場合には、専門機関
による支援につなぐ機会となり
える。

重点施策１

48
保健セ
ンター

休日急患診
療事業

医療における市民の
安全を確保する。

休日に発生した救急患者に初期治療を実施する医
療機関を確保する。

休日に応急処置が必要な方
の中には、自殺リスクに関わる
問題を抱えている場合があ
る。

49
保健セ
ンター

健康増進計
画推進事業

計画を推進することに
より、健康寿命の延伸
を図る。

１．健康づくり推進協議会による進捗管理
２．健康づくり月間の周知・広報
３．健康増進事業の実施

計画の次期改訂の際には、
自殺対策計画との整合性をと
る。

50
保健セ
ンター

自殺対策計
画策定

生きることの包括的な
支援を見直し、自殺対
策を総合的かつ効果
的に推進していくため
の自殺対策計画を策
定する。

令和元年度に、自殺対策計画を策定する。

できるだけ幅広い分野の「生
きる支援」に関連する事業を
まとめ、自殺対策計画に反映
させ、自殺対策を計画的に遂
行していく指標とする。

51
保健セ
ンター

情報提供及
び研修

健康や自殺予防の理
解を深めるため、情報
提供や研修を行う。

健康や自殺予防に関する情報を、資料や研修を通し
て、各課及び関係機関に提供する。

健康や自殺予防について情
報を得ることで、各課の施策
に活用することができる。

52
保健セ
ンター

ヤング健診

疾病の早期発見と生
活習慣病やメタボリッ
クシンドロームの予防を
目的とし、若年期から
の健康意識の高揚を
図る。

生活保護受給者及び15歳～42歳未満の市民のうち
職場等で健診を受ける機会がない者を対象に特定
健診の項目と同じ内容の健診を行う。

健診時にメンタル面の問題等
があった場合には、専門機関
による支援につなぐ機会となり
える。

53
保健セ
ンター

健康づくりの
ための教室

健康づくりに関する知
識を高め、生活習慣の
改善を促す。

各種健康づくりのための教室に参加することで、生活
習慣改善の必要性を理解してもらうことにより、生活
習慣病を予防するとともに、健康寿命の延伸を図る。

各種教室において、生活習慣
病を見直し、改善することで
精神状態の改善につながる。
住民の生活状況の把握等を
行うこ とで、自殺のリスクが高
い住民がいた場合には、個別
相談や継続支援につなげる
等 の支援への接点となり得
る。

54
保健セ
ンター

健康づくりマイ
スター修了生
の会

健康づくりに関する知
識を高め、生活習慣の
改善を促し、地域活動
に活かしていく。

熱中症やその他健康づくりに関する知識を高め、地
域に普及啓発を図る。

生活習慣病を見直し、改善す
ることは心身の健康の改善に
つながる。
仲間と共に活動することで心
の充実につながる。

55
保健セ
ンター

健康相談

健診結果の確認や生
活習慣の見直しを行
い、生活習慣の改善に
つなげる。

保健師、栄養士、歯科衛生士による健康相談を行
い、生活習慣改善の必要性を理解してもらうことによ
り、生活習慣病を予防するとともに、健康寿命の延伸
を図る。

生活習慣病を見直し、改善す
ることで精神状態の改善につ
ながる。
住民の生活状況の把握等を
行うこ とで、自殺のリスクが高
い住民がいた場合には、個別
相談や継続支援につなげる
等 の支援への接点となり得
る。

56
保健セ
ンター

健康長寿サ
ポーター養成
講座

健康長寿サポーター
を養成し、地域への普
及啓発を図ることで、
健康寿命の延命につ
なげる。

生活習慣病予防のための知識を高め、自身だけでな
く家族や地域に知識を普及し、地域全体の健康寿命
の延伸を図る。

生活習慣病を見直し、改善す
ることで精神状態の改善につ
ながる。
心の健康についても情報提供
を行っている。

重点施策１

57
保健セ
ンター

健康教室（気
持ちリフレッ
シュ講座）

こころの健康に関心を
持ち、自殺予防のため
のゲートキーパーにつ
いて理解を深める。

年１回、気持ちリフレッシュ講座を実施する。

自分自身のこころの健康を保
つことの重要性を学ぶ機会と
する。
ゲートキーパーについても学
ぶ機会とし、自殺対策につい
ての理解を深め、市民が自殺
対策への理解を深める。



58
保健セ
ンター

こころの相談

こころの健康づくりやこ
ころの病気を早期発見
し、適切な医療につな
げ支援する。

年４回、精神科医師による個別相談。

精神科医師による個別相談
により、生活支援や早期から
の医療受診等を勧め、こころ
の健康を保持していく。

重点施策１
重点施策３

59
保健セ
ンター

健康づくり
チャレンジポ
イント事業

市民の主体的な健康
づくり活動を支援し、日
常生活の見直し・改善
への支援を行い、生活
習慣病の予防・早期
発見をする。

健診（検診）やウォーキング等の対象となる健康づくり
活動を行い、必要なポイントを貯め、保健センターで
面談することで、市内共通商品券がもらえ、生活改
善につなげることができる。

自らの健康や生活を見直すこ
とで、積極的な健康づくりに取
り組むことができ、身体面だけ
ではなく、心の健康についても
見直す機会とすることができ
る。

60
保健セ
ンター

妊娠届・母子
健康手帳交
付

・妊娠届
・母子健康手帳交付
・妊婦健康診査

保健師、助産師等が 本人や家族との接触時に妊婦
の精神状態から子育て環境までのアンケートを実
施。状況を把握し、問題があれば関係機関につなげ
る等、自殺 対策を踏まえた対応の強化を図ることが
できる。

妊娠届出時にアンケート実
施。妊娠期間中に助産師か
ら妊娠経過や生活状況の確
認を電話等で行い、支援が必
要か判断している。

61
保健セ
ンター

新生児・産婦
訪問指導・乳
児家庭全戸
訪問事業

産婦・新生児・乳児訪
問指導

乳児を抱えた母親メンタル状態を質問紙により把握
し、自殺のリス クを把握する。
母親との面談時に異変や困難に気づき、問題が あ
れば関係機関につなげる等、自殺対策を踏まえた対
応の強化を図るため、訪問担当者によるケース会議
棟等を行っている。

質問紙の実施

62
保健セ
ンター

赤ちゃんクラ
ス

育児相談、乳児の発
育測定、親同士の情
報交換

生後4か月未満の乳児とその親を対象に、専門職に
よる助言・指導を提供するとともに、親同士のつなが
りを作り、子育ての孤立化を防ぐことで、子育ての悩
みを軽減する。

専門職の相談
親同士の交流による孤立化
防止

63
保健セ
ンター

親子教室・個
別相談・保育
園幼稚園巡
回相談

発達の遅れや課題の
ある子どもとその親に
対する教室、相談支
援

子どもの発達に関して専門家が相談に応じることで、
母親の負担や不安感の軽減 に寄与し得る。
必要時には別の関係機関へとつなぐ等の対応を取る
ことで、包括的な支援を提供し 得る。（※そうした取
組自体が生きることの包括的支援にもなり得る）

子どもの行動特徴に対する対
応支援
専門職による相談

64
保健セ
ンター

離乳食教室
（初期、中
期、後期）

取り分け食の調理実
習や試食を含めた、離
乳食に関する相 談会
を開催する。

離乳食教室を通じて、その他の不安や問題等につい
ても聞き取りができ るのであれば、問題を早期に発
見し対応するための機会となり得る。

教室内又は教室後の相談

65
保健セ
ンター

乳幼児健康
診査

乳幼児の健全な発
育・発達支援のた め
に、一般健康診査・歯
科健診・保健指導を
行う。

子どもに対する健康診査は、家庭の生活状況や抱え
る問題等を把握する貴重な機会となり得る。
子どもの発育発達の問診だけでなく、家庭状況の質
問紙を実施し、親の健康状態や家庭の課題を把握
し、支援施策や虐待防止等の各種施策と連動させて
いくことで、幼児のみなら ずその親をも含めて包括的
な支援を展開できる。そうした支援は生きる ことの包
括的支援（自殺対策）にもなり得る。

子育て質問票の実施

66
保健セ
ンター

心理発達相
談・ことばの
相談

発達やことばの遅れや
課題のある子どもとそ
の親に対する相談支
援

子どもの発達に関して専門家が相談に応じることで、
母親の負担や不安感の軽減 に寄与し得る。
必要時には別の関係機関へとつなぐ等の対応を取る
ことで、包括的な支援を提供し 得る。（※そうした取
組自体が生きることの包括的支援にもなり得る）

子どもの行動特徴に対する対
応支援
専門職による相談

67
保健セ
ンター

子育て包括
支援センター

妊娠から出産、子育て
に関する相談支援

保健師、助産師等が妊婦の精神状態から子育てに
関する様々な相談を受け、状況を把握し、問題があ
れば関係機関につなげる等、自殺対策を踏まえた対
応の強化を図ることができる。

メンタル面含めての相談支援



68
保健セ
ンター

食生活改善
推進員養成
講座

食生活改善推進員に
なるための知識と心得
を学び、地域活動に活
かしていく。

食生活改善推進員の養成(20時間以上の講習が必
要）を通じ て、地域住民の食生活の改善を図ること
により、生活習慣病 等を予防するとともに、健康寿命
の延伸を目指す。

食生活に問題があり、生活習
慣病等に罹患する方の中に
は、生活苦や身近な支援 者
の不在など、日常生活上の困
難を抱えて自殺のリスクが高
い人も少なくないと思わ れ
る。
推進員の養成講座の中に、
自殺対策の視点を入れ込む
ことにより、推進員が自殺 のリ
スクを早期に発見し、適切な
支援先へつなぐ等の対応が
取れるようになる可能性 があ
る。

69
保健セ
ンター

食生活改善
推進員リー
ダー研修

食を中心とした健康に
関する知識を高め、地
域活動に活かしてい
く。

生活習慣病を予防するため、「食」を通して適塩や野
菜摂取 の必要性を理解してもらうことにより、生活習
慣病を予防する とともに、健康寿命の延伸を図る。

食生活に問題があり生活習
慣病等に罹患する方の中に
は、生活苦や身近な支援 者
の不在など、日常生活上の問
題ゆえに自殺のリスクが高い
人も少なくないと思われ る。
各種イベントにおいて、生活習
慣病を切り口に、住民の生活
状況の把握等を行うこ とで、
自殺のリスクが高い住民がい
た場合には、個別相談や継
続支援につなげる等 の支援
への接点となり得る。

70
下水道
課

下水道受益
者負担金の
賦課・徴収・
減免

下水道事業に要する
費用の一部を受益者
から徴収する。

受益者に、土地の面積に応じた負担金を賦課し、徴
収する。
滞納者に対する、納付勧奨・減免状況の把握。

負担金の滞納をしている人
は、経済的な困難を抱えてい
る人も少なくない。
納付勧奨等の措置を講じる
中で、当事者から状況の聞き
取りを行い、必要に応じて、
様々な支援機関につなげる
等、支援の接点となりえる。

重点施策２

71
下水道
課

下水道使用
料の賦課・徴
収

下水道事業費の使用
者負担として、下水道
使用料を賦課・徴収す
る。

下水道使用料滞納者に対する徴収業務。

下水道使用料を滞納している
人は、経済的な困難を抱えて
いる人も少なくない。
使用料の督促の際に、当事
者から生活状況等の聞き取り
を行うことで、必要に応じた
様々な支援の糸口にできる可
能性がある。

重点施策２

72
下水道
課

排水設備改
造資金貸付
業務

公共下水道への接続
を促進する。

排水設備改造資金について50万円を限度とし、貸
付を行っている。（50ヶ月以内の均等額償還、無利
子）

貸付金元金償還金の返済が
滞っている人は、生活に問題
を抱えている場合があるた
め、当事者から状況の聞き取
りを行い、必要に応じて様々
な支援機関につなげる等、支
援の接点となりえる。

73 水道課
水道料金徴
収業務

滞納者から水道料金
を徴収することにより収
納率の向上を図る。

・料金滞納者に対する料金徴収事務
・給水停止執行業務

水道料金の滞納の原因が生
活難によるものと思われる家
庭に対 しては、福祉部局へ
の相談を勧めている。

重点施策２

74 消防署
各種救命講
習

市民による応急手当
の実施により救命率び
社会復帰率の向上を
目的とする。

市民に対し普通救命講習、上級救命講習、市内中
学生を対象とした救命入門コース及びステップアップ
講習を開催し、心肺蘇生法、応急手当の重要性を
教え救命率の向上を図る。

各種救命講習において、命の
尊さを伝え自殺抑制に繋げ
る。

75 消防署
アドバイザー
制度

新任職員の職務遂行
能力の向上及び職員
として市民の期待に応
え、新たな時代にふさ
わしい人材へと導くこと
を目的とする。

アドバイザー職員を任命し、新任職員と相互に意思
の疎通を図るとともに、服務、規律等に関する助言を
行い、職務遂行能力を向上させ、職務に意欲的に取
り組む姿勢を育てるように努める。

職務上必要な技術支援を実
施するとともに、年１回以上面
談の場を設けることにより職務
上の不安、悩み事等を気軽
に相談できる環境を整え、心
身の健康管理に努める。



76
教育総
務課

奨学資金給
与

修学上に必要な学資
金の一部を給与し、教
育機会の均等を図り
社会に有為な人材を
育成する。

修学に意欲があるのに経済的な理由で、就学が困
難な高校生などに、月額1万円を学資金の一部とし
て給与し教育機会の均等を図る。

申請時に家庭状況やその他
の問題等について聞き取りを
行うことで、資金面の援助に
留まらず、他の支援等の情報
提供をすることが可能になる。

重点施策２

77
教育総
務課

入学準備金
貸付

高校・大学に入学を希
望する者の保護者に
対して経済的負担の
軽減を図るため、入学
準備金の貸付を行い
教育を受ける機会を
与える。

高校・大学に入学を希望する者の保護者で入学金
の調達が困難な者に対して無利子で入学準備金の
貸付を行い、勉学を志す者に等しく教育を受ける機
会を与える。

申請時に家庭状況やその他
の問題等について聞き取りを
行うことで、他の支援等の情
報提供をすることが可能にな
る。

重点施策２

78
教育総
務課

就学援助費
及び特別支
援就学奨励
費補助金

学校教育法第１９条の
規定に基づき、経済的
理由により就学が困難
な児童・生徒の保護
者に対して必要な援
助を行う。

・経済的理由により、就学困難な児童・生徒に対し、
給食費・ 学用品等を補助する。
・特別支援学級在籍者に対し、就学奨励費の補助を
行う。

経済的な理由で就学困難と
なる児童・生徒の保護者は経
済的、精神的な問題を抱えて
いる可能性がある。当該補助
金の活用により保護者の経済
的負担は軽減され、ひいては
精神的な負担についても軽減
することが可能となる。
申請時に家庭状況やその他
の問題等について聞き取りを
行うことで、資金面の援助に
留まらず、他の支援等の情報
提供をすることが可能になる。

重点施策２

79
学校教
育課

林間学校費
補助金

要・準要保護世帯へ
の経済的負担を軽減
する。

要・準要保護世帯を対象に、小中学校の林間学校
へ参加するための費用の一部を負担する。

経済的支援を行い、生活が
困難な状況を軽減する。

80
学校教
育課

保幼小連絡
協議会との連
携

幼・保育園から小学校
への移行に関する連
携を図る。

全保育園・幼稚園・小学校の間で連絡を密にし、相
互の授業、保育参観や情報交換、会報の発行等、
幼児の幼・保育園から小学校への移行に関する連
携を図る。

困難な状況にある家庭を継
続して支援する。

81
学校教
育課

学級集団ア
セスメントの実
施

児童生徒の心理面や
学級集団を客観的に
把握し、学級経営に役
立てる。

児童生徒にhyper-QU（アンケート）を実施し保護者
へ診断結果を渡すとともに、学校では診断結果を今
後の学級経営や指導に役立てる。

客観的な指標として活用し、
児童生徒の状態や学級の状
況等を把握し、必要時には適
切な支援につなげる。

82
学校教
育課

小中学校安
全衛生推進
業務

教職員の労働環境等
を適正に保持し健康を
守る。

毎年度、衛生推進者を選任し学校環境衛生を推進
する。また、教職員をメンタルヘルス研修会等へ参
加させる。
長時間勤務の教職員に対しては、医師による面談を
行う。

心と体の健康管理を行い、長
時間労働による過労やメンタ
ル不調の際には適切な支援
につなげる。

重点施策３

83
学校教
育課

小中学校教
職員ストレス
チェック事業

教職員のメンタル不調
を未然に防止する。

年2回、ストレスチェックを実施し自身のストレスの状
態を知る。事業者は、集計や分析結果を環境改善に
役立てる。

ストレスチェックの結果を活用
し教職員に対する支援を強化
する。

重点施策３

84
学校教
育課

生徒指導強
化推進委員
会

児童生徒の健全育成
問題行動の未然防止を含め児童生徒の健全育成の
ための教職員の研修を実施する。

児童生徒の自殺リスクに直面
した際の対応や支援について
理解を深める。

85
学校教
育課

いじめ対策事
業

いじめの早期発見、対
応、未然防止

いじめの早期発見、対応、未然防止のための教職員
研修を実施する。

いじめの早期発見や対応を行
い、児童生徒の自殺防止に
寄与する。

86
教育研
修セン
ター

生活指導・健
全育成
（教職員向け
研修等）

教職員の特別支援教
育や生徒指導等に関
する研修を開催し、知
識を深め、指導力の向
上を図り、学校生活に
おける教育体制を充
実させる。

➀特別支援教育担当教職員を対象に研修会を開
催し、適切な教育環境を整え、指導・支援にあたるこ
とができる。
②生徒指導の視点から教職員研修を行い、問題行
動の未然防止・早期発見を含めた理解を深め、児童
生徒の健全育成にあたることができる。

➀特別支援教育についての
正しい知識をもつ教職員を育
成することにより、的確な児童
生徒理解が進み、支援体制
を整えることができる。
②いじめ・不登校や問題行動
を起こす児童生徒に対する対
応と防止策・支援策について
理解・周知し、学校の体制を
強化することができる。



87
教育研
修セン
ター

学校管理職
研修

学校管理職の研修会
を開催し、教職員への
支援の意識醸成につ
なげる。

学校管理職研修会を開催し、いじめ・不登校・暴力
行為等の防止に対する意識向上と、教職員の人事
管理・人材育成についての周知・徹底を図ることがで
きる。

学校における働き方改革によ
る教職員の負担感軽減やスト
レスの緩和による人事管理に
取り組むことで、身体面・精神
面のバランスを維持できる教
職員集団を管理することがで
きる。

88
教育研
修セン
ター

スクールソー
シャルワー
カー活用事
業

問題を抱える児童生
徒に支援を行う専門
家であるソーシャルス
キルワーカーを配置
し、学校が関係機関等
と連携して、児童生徒
等の問題行動や諸課
題に対応できるように
する。

教育分野に関する知識と社会福祉等の専門的な知
識や技術を有するスクールソーシャルワーカーを活
用し、課題を抱えた児童生徒の課題解決に向けた対
応を図る。
置かれた環境への働きかけや関係機関等とのネット
ワークの構築、保護者・教職員等に対する支援・相
談、学校のチーム体制の構築・支援等を行う。

スクールソーシャルワーカー
による包括的な支援は、児童
生徒の抱える課題の状況に
配慮して進められ、児童生徒
や保護者の自殺リスクを軽減
することに寄与し得る。

89
教育研
修セン
ター

早期療育事
業

学齢前の幼児(5歳児)
及び小学1年生を対
象に療育を行い子ども
の望ましい発達を支援
するとともに、保護者
への「気付き」を促す。

発達の特性が気になる幼児・児童を対象に個別の療
育を実施し、発達障害の早期発見・早期支援に努
め、幼児期から学齢期に繋がる支援を行う。
子育てに悩む保護者に対しても、子どもへの関わり方
について学ぶ機会を提供し、より良い親子関係の育
成に資する。

子どもの特性を理解できない
ことからの育児不安や育児ノ
イローゼ等の予防ができる。
保護者の不適切な養育態度
等による虐待の防止となる。
不適切な養育により失敗体験
を繰り返すなど、子どもの健全
な発達及び発育を阻害する
親の行動を回避することがで
きる。
子どもの2次的な精神疾患の
併発を予防する。

90
教育研
修セン
ター

就学相談事
業

新入学児童及び市内
に在学する児童生徒
に対して、教育的配慮
のもとに教育が行われ
るよう、就学相談を実
施する。

対象となる子どもの特性を理解し、就学対象校・医
療機関・福祉などの関係機関と連携した相談活動を
行う。
就学先の学校見学に同行したり、数回の面談を実施
したりして、保護者の不安や悩みに寄り添える就学相
談を展開し信頼を得ている。

子どもの特性に合った教育、
支援を受けることで、子どもの
健全な発達と成長につなが
り、心の健康と積極的な健康
づくりにつながる。
子どもの養育に悩みがちな保
護者にとって、子どもにあった
支援を受けることで、保護者
のストレスを軽減することがで
きる。

91
教育研
修セン
ター

教育相談事
業

幼児・児童生徒並びに
保護者・関係教職員
を対象として、日常生
活及び教育上の諸問
題に関する相談を受け
るとともに、必要な支
援や情報提供を行う。

電話、面接相談を中心に教育相談を実施する。
３年に一度のローテーションで市内全校を訪問する
巡回教育相談を実施する。
児童生徒の行動観察を行い、専門的な立場からの
見立てを通して、学校関係者に指導・助言をする巡
回支援を実施する。

相談をすることで、相談者が
一人で抱え込むことを防ぎ、
心の安定を取り戻すことがで
きる。
問題や課題を持つ家庭等の
孤立化を防ぎ、学校、地域で
見守る体制づくりができる。
問題や課題を学校全体で共
有することで、教職員のメンタ
ルヘルスにつながる。

92
教育研
修セン
ター

不登校児童
生徒支援事
業

心理的な要因により不
登校状態にある児童
生徒に対して、心理的
安定を図りながら基本
的生活習慣の育成、
社会性の涵養を図り、
集団生活への適応力
を高めて学校復帰を
目指す。

不登校児童生徒(市内小・中学校に通う児童・生徒)
を対象にした適応指導教室を設置する。
不登校児童生徒の集団再適応、自立を援助する学
習・スポーツ活動指・体験活動導等を実施する。
不登校児童生徒の保護者に対する相談活動を行
う。

思春期の不安定な精神状態
をサポートすることで、様々な
リスクの軽減が図れる。
相談員と子どもとのきめ細や
かな人間関係を育成すること
で、対人不安の強い不登校
児童生徒にとっては心の改善
となる。
不登校の長期化による「引き
こもり」を防止することができ
る。

93
中央公
民館

公民館各講
座

市民の生涯学習を支
援し、スポーツや文化
等に触れる機会を作
る。

公民館主催で、スポーツや料理、手芸、音楽等の生
涯学習講座を行う。

自殺問題に関する講座を行
えば、市民への問題啓発と研
修機会となりうる。

重点施策１



94
中央公
民館

地域公民館
各公民館利
用クラブ

市民の自主的な生涯
学習を支援する。
① お互いに学びあい、
技術や知識を得るだけ
でなく、クラブ活動を通
じ、ひとづくり、仲間づく
り、地域づくりにつなが
るような活動を行う。
② 活動成果を地域に
還元したり、公民館事
業やボランティア活動
などに積極的に協力
する。

公民館の目的を理解し、その運営に協力するよう努
め、また公民館が行う事業に積極的に参加し、継続
的・計画的に社会教育に関する事業について、会員
による自主的・継続的な活動を行うクラブを公民館
利用クラブとして認定する。
① 青少年教育に関するクラブ
② 成人教育に関するクラブ
③ 高齢者教育に関するクラブ
④ 体育、運動、レクリェーションに関するクラブ
⑤ 芸術・文化に関するクラブ
⑥ その他主として社会教育に関する事業を行うクラ
ブ

年齢問わず参加できるクラブ
活動は、市民の居場所提供
につながる。

重点施策１

95
中央公
民館

地域公民館
各学級

年間を通じて受講者
の生涯学習を支援す
る。
①明日の親のための
学級・乳幼児学級

少子化・核家族化の進行など、子供たちをとりまく家
庭教育環境が変化する中、親子の交流のための事
業や子育てに関するアドバイザーの育成を行うなど、
幼児教育の充実を図る。

学級で自殺問題に関する講
演ができれば、住民への問題
啓発と研修 機会となりうる。

96
中央公
民館

地域公民館
各学級

年間を通じて受講者
の生涯学習を支援す
る。
②家庭教育学級

家庭教育は、親や保護者が家庭生活をとおして子供
の発達を促し、子供の発達段階に応じた家庭教育を
行うことが子供の成長にとって大切である。家庭教育
における今日的課題を取り上げるなどの配慮をすると
ともに、より多くの親に働きかけ家庭教育について考
える機会を提供する。

学級で自殺問題に関する講
演ができれば、住民への問題
啓発と研修 機会となりうる。

97
中央公
民館

地域公民館
各学級

年間を通じて受講者
の生涯学習を支援す
る。
③少年教室・青年教
室

情報技術・科学技術の進歩等、子供たちをとりまく社
会環境が変化し、青少年が生活体験や自然体験な
どの様々な体験機会を日常的に得ることは難しくなっ
ている。地域の教育力の充実が期待される中、「生き
る力」を育むための鍵となる生活・自然・ボランティア
等の体験活動を取り入れたプログラムを編成し、自
発性を育成する。

学級で自殺問題に関する講
演ができれば、住民への問題
啓発と研修 機会となりうる。

98
中央公
民館

地域公民館
各学級

年間を通じて受講者
の生涯学習を支援す
る。
④女性学級

近年、女性の様々な分野への進出が進み、男性にも
家庭や地域における様々な分野への参画も必要と
なっている。女性がそれぞれの立場で自らの資質や
能力を向上させ、男女共同参画の考え方にふれるこ
とができるよう配慮するとともに、女性をとりまく様々な
社会的課題にも取り組めるような学習活動を発展さ
せる。

学級で自殺問題に関する講
演ができれば、住民への問題
啓発と研修 機会となりうる。

99
中央公
民館

地域公民館
各学級

年間を通じて受講者
の生涯学習を支援す
る。
⑤高齢者学級

多くの高齢者は、長い老後をより有意義に過ごすた
めの目標を持っている。そのために学習活動や健康
づくり等に励んでおり、また高齢者は家庭や地域社会
でその役割を果たすことによって有用感、存在感も自
覚するものである。団塊の世代を含め、その年齢に
応じた社会的能力の向上の場、積極的な生きがいを
求める学習の場を提供するとともに、地域における指
導者の育成が必要である。

学級で自殺問題に関する講
演ができれば、住民への問題
啓発と研修 機会となりうる。

重点施策１

100 図書館
おすすめ資料
企画展示

時期にあった図書館の
おすすめ資料を館内
に展示し、市民に情報
提供する。

健康づくりに関する展示や、趣味に繫がるようなもの
等幅広い展示を行い、資料との出会いの場を提供し
ている。様々な情報を提供することで市民の生活の
質を高めることに貢献している。

自殺対策強化月間や自殺予
防週間等の際に、自殺対策
関連の展示を行い、市民への
情報提供を行う。

101 図書館
情報発信事
業

来館者向けに、他施
設等から依頼のあった
ポスターの掲示、チラ
シの設置をする。

市の情報に限らず、他施設での事業や企画等のポス
ター・チラシを掲示し、市民生活の充実に有益な情
報の提供を行っている。

国・県・民間団体が行う自殺
対策関連のポスター・リーフ
レットを掲示する。



102 図書館
教育・文化
サービスの提
供

映画会・おはなし会等
を開催している。

無料で映画会やおはなし会を行い、市民が楽しめる
場所、新しい図書館資料と出会える場所を提供して
いる。

学校に行くのが難しい子どもた
ちに対し、図書館のホーム
ページで悩んでいる子ども向
けの本の紹介　落ち着いて本
を読める場（人目が気になら
ない場所に子どもの読書・学
習スペースを設ける等）の提
供　自宅への本の配達サービ
ス　等が考えられる。


